
菊池市役所
☎（25）1111

七城総合支所
☎（25）1000
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☎（37）3111

泗水総合支所
☎（38）2111

菊池市

大津町

菊陽町

合志市

　

裁
判
員
制
度
と
は
、
国
民
の
皆
さ

ん
に
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参

加
し
て
も
ら
い
、
裁
判
員
と
裁
判
官

が
１
つ
の
チ
ー
ム
に
な
っ
て
被
告
人

が
有
罪
か
ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
ど

の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
裁
判
官
と

一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

　

裁
判
な
ん
て
関
係
な
い
と
思
っ
て

い
ま
せ
ん
か
？

　

熊
本
県
内
で
は
、
選
挙
権
の
あ
る

人
約
８
３
０
人
に
１
人
の
人
に
「
裁

判
員
候
補
者
」
と
し
て
裁
判
所
に
来

て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

裁
判
員
や
裁
判
員
候
補
者
に
選
ば

れ
た
と
き
は
、
国
民
の
代
表
と
し
て

の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

裁
判
員
制
度
に
関
す
る
詳
し
い

情
報
は
、
裁
判
員
制
度
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w

w
w
.sa
ib
a
n
in
.

c
o
u
rts.g

o
.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
地
方
裁
判
所
総
務
課

　

☎
０
９
６
（
３
２
５
）
２
１
２
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
線
５
２
２

　

給
与
所
得
者
の
所
得
税
は
、
毎
月

の
給
料
や
賞
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ

れ
、
そ
の
年
の
最
後
の
給
料
や
賞
与

の
支
払
時
に
行
わ
れ
る「
年
末
調
整
」

に
よ
っ
て
精
算
さ
れ
ま
す
。

　

よ
っ
て
、
大
部
分
の
給
与
所
得
者

は
、
改
め
て
確
定
申
告
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
①
給
与
の
収
入
が

二
千
万
円
を
超
え
る
人
、
②
給
与
所

得
や
退
職
所
得
以
外
の
各
種
所
得
の

金
額
（
例
え
ば
、
生
命
保
険
契
約
な

ど
に
基
づ
く
一
時
金
を
受
け
取
っ
た

場
合
や
不
動
産
の
貸
付
け
に
よ
る
収

入
が
あ
る
場
合
な
ど
）
の
合
計
が

20
万
円
を
超
え
る
人
、
32
カ
所
以
上

か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人
な
ど

は
、
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
、
①
風
水
害
な
ど
の

災
害
に
遭
っ
た
人
、
②
多
額
の
医
療

費
を
支
払
っ
た
人
、
③
マ
イ
ホ
ー
ム

を
新
築
（
購
入
）・
増
改
築
し
、
年

末
に
お
い
て
金
融
機
関
な
ど
か
ら
の

借
入
金
残
高
の
あ
る
人
な
ど
は
、
確

定
申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
て

い
る
所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
確
定
申
告
書
用
紙
は
、
１

月
下
旬
か
ら
、
最
寄
り
の
税
務
署
お

よ
び
市
町
村
役
場
に
備
え
付
け
て
あ

り
ま
す
が
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
を

出
力
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
書
の
作
成
に
当

た
っ
て
は
、「
所
得
税
の
確
定
申
告

の
手
引
き
」
を
ご
利
用
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

を
ご
利
用
い
た
だ
く
と
簡
単
に
作
成

で
き
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
ご
利
用

い
た
だ
く
と
自
宅
や
事
業
所
か
ら

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
経
由
し
て
申
告

書
等
を
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
（
事
前
に
手
続
が
必
要
と
な
り
ま

す
）。

　

申
告
書
作
成
に
当
た
っ
て
不
明
な

点
は
、
最
寄
り
の
税
務
署
に
お
気
軽

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w

w
w
.e
-ta
x.n
ta
.g
o
.jp

問
い
合
わ
せ
先

　

菊
池
税
務
署

　

☎
（
25
）
２
１
２
１

受
付
日

•
単
独
で
申
請
す
る
人

　

１
月
22
日（
月
）〜
１
月
26
日（
金
）

•
共
同
で
申
請
す
る
人

　

２
月
２
日
（
金
）

受
付
時
間

　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※ 

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
１
時
ま

で
を
除
く
。

受
付
場
所

　

熊
本
県
菊
池
総
合
庁
舎

　

１
階
第
４
会
議
室

必
要
書
類

①
免
税
軽
油
使
用
者
証

②
耕
作
証
明
書（
農
業
委
員
会
交
付
）

③
免
税
機
械
の
所
有
・
使
用
証
明
書

（
市
町
村
税
務
課
交
付
）

④
免
税
機
械
の
写
真
（
１
台
に
つ
き

前
後
横
の
写
真
を
１
枚
づ
つ
）

⑤
印
鑑
（
法
人
は
実
印
。
個
人
は
認

印
で
可
）

⑥
免
税
軽
油
の
引
取
り
等
に
係
る
報

告
書
（
第
43
号
の
６
の
２
様
式
）

⑦
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
１
（
実

績
表
）

⑧
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
２
（
販

売
店
証
明
）

⑨
未
使
用
の
免
税
証

⑩
申
請
者
本
人
を
確
認
す
る
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
）

⑪
５
０
０
円
分
の
県
収
入
証
紙
（
共

同
申
請
者
は
、
１
人
に
つ
き

５
０
０
円
分
）

注
意
事
項

○
初
め
て
申
請
す
る
人
は
②
〜
⑤
、

⑩
お
よ
び
⑪

○
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
限

が
、
平
成
19
年
２
月
28
日
ま
で
の

人
、も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
人
は
、

①
〜
⑪

○
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
限

が
平
成
20
年
２
月
28
日
の
人
は
、

①
〜
②
お
よ
び
⑤
〜
⑩

○
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
有
効
期
限

が
平
成
19
年
２
月
28
日
の
人
で
、

免
税
機
械
の
変
更
が
あ
る
人
は
、

①
〜
⑩　

○
新
規
で
申
請
す
る
人
は
、
必
ず
本

人
（
法
人
の
場
合
は
代
表
者
）
が

来
局
し
て
く
だ
さ
い
。

•
報
告
書
・
付
表
１
お
よ
び
２
は
必

ず
ペ
ン
書
き
し
て
く
だ
さ
い
（
鉛

筆
書
き
不
可
）。

•
免
税
証
交
付
申
請
書
付
表
２
は
、

必
ず
販
売
店
の
証
明
印
を
も
ら
っ

て
き
て
く
だ
さ
い
。

•
申
請
す
る
機
械
の
馬
力
数
を
把
握

し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

•
⑪
の
県
収
入
証
紙
は
、
総
合
庁
舎

内
の
売
店
で
購
入
で
き
ま
す
。

•
受
付
日
当
日
都
合
が
悪
い
人
は
、

次
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

問
い
合
わ
せ
先

　

熊
本
県
菊
池
地
域
振
興
局

　

税
務
課
課
税
係

　

☎
（
25
）
４
１
２
４
（
直
通
）

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で

工
場
、
商
店
ま
た
は
農
業
な
ど
を
経

営
し
て
い
る
人
が
、
そ
の
事
業
の
た

め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
・

器
具
・
備
品
な
ど
の
有
形
固
定
資
産

の
こ
と
で
す
。

申
告
の
内
容

①
構
築
物
（
広
告
塔
・
テ
ナ
ン
ト
改

装
な
ど
）

②
機
械
お
よ
び
装
置
（
コ
ン
ベ
ア
・

ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
・
農
業
用
機
械
・

施
設
な
ど
）

③
車
両
お
よ
び
運
搬
具
（
フ
ォ
ー
ク

リ
フ
ト
・
ロ
ー
ラ
な
ど
。
自
動
車

税
な
ら
び
に
軽
自
動
車
税
の
対
象

と
な
る
も
の
を
除
く
）

④
工
具
器
具
お
よ
び
備
品
（
机
・
イ

ス
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
）

　

こ
の
よ
う
な
事
業
用
資
産
を
持
っ

て
い
る
人
は
、
毎
年
１
月
１
日
現
在

の
資
産
所
有
状
況
を
申
告
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

※
前
年
申
告
の
あ
る
場
合
は
、
後
日

申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

※
新
規
事
業
者
ま
た
は
事
業
用
資
産

を
所
有
し
て
い
て
申
告
書
の
送
付

が
無
い
場
合
は
、
次
ま
で
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
告
期
限　

１
月
31
日
（
水
）

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
・
申
告
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

平
成
19
年
度
の
固
定
資
産
税
の
基

準
日
は
、
平
成
19
年
１
月
１
日
で
す
。

　

家
屋
を
解
体
し
、
建
物
滅
失
登
記

を
し
な
い
場
合
や
、
未
登
記
建
物

の
所
有
権
が
移
転
し
て
い
る
場
合
は
、

届
出
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

手
続
き
を
済
ま
さ
れ
な
い
と
誤
っ

て
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

届
出
書
や
添
付
書
類
な
ど
の
詳
細

は
、
次
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

償
却
資
産
申
告
を
お
願
い

し
ま
す

○
家
屋
の
解
体
届

○
未
登
記
家
屋
の
異
動
届

　

の
提
出
は

早
め
に
お
願
い
し
ま
す

※ 口座振替を利用している人は、
１月 25日（木）に振替を行い
ますので、残高の確認をお願い
します。

●国民健康保険税第7期
●固定資産税随時2期

１月の「税」の納期限
問い合わせ先　税務課

平
成
21
年

裁
判
員
制
度
が
始
ま
り
ま
す

給
与
所
得
者
の
確
定
申
告

　菊池地域振興局ではダイヤルイン（直通電話番号）
を導入し、直接担当部署に電話がつながるようにな
りました。
　各部署の電話番
号一覧は、熊本県
ホームページをご
覧いただくか振興
局へ直接お尋ねく
ださい。

問い合わせ先
　菊池地域振興局総務振興課総務調整班
　☎（25）4283（直通）

農
業
用
の
機
械
に
使
用
す
る

軽
油
免
税
手
続
き
を

次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す

　菊池郡市広報紙の共同企画として菊池郡市
の各市町から新春のプレゼントがあります。
　プレゼント希望の人は、官製はがきに必要
事項を書いて応募してください。
　なお、プレゼントの応募は、１枚のはがき
で１つまでとします。
　多数の皆さんの応募をお待ちしています。
問い合わせ先　情報企画課広報広聴係

番号 プレゼント名 市町名 当選者数

① 七城温泉ドーム温泉券 菊池市 ペア２組（４枚）×各市町分

② 焼酎「竹迫城」 合志市 １本×各市町分

③ 大津温泉岩戸の里入浴券 大津町 ペア２組（４枚）×各市町分

④ さんさんの湯入浴券 菊陽町 ペア２組（４枚）×各市町分

●応募締切
 １月 31日（水）必着
●当選者発表は、賞品の発
送をもってかえさせてい
ただきます。
●応募多数の場合は抽選で
当選者を決定します。

こ
ん
な
コ
ー
ナ
ー
が
あ

っ
た
ら
い
い
な
ぁ
。
な

ど
広
報
に
対
す
る
ご
意

見
や
ご
感
想
を
お
書
き

く
だ
さ
い
。

希望の番号と
プレゼント名

菊
池
市
役
所

　
　
　

広
報
係

861-1392

住
所
・
氏
名
・
年
齢

菊池郡市４市町広報紙読者プレゼント
菊池郡市共同企画

熊本県菊池地域振興局の
電話がダイヤルイン

（直通電話番号）になりました
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